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（ 「第1次報告」を基本にした具体的な仕組みの組み立て ）（ 「第1次報告」を基本にした具体的な仕組みの組み立て ）

（１） 少子化対策特別部会「第1次報告」（2月24日）でとりまとめられた今後の保育（１） 少子化対策特別部会「第1次報告」（2月24日）でとりまとめられた今後の保育
制度の姿を基本に、「保育の仕組み」のあり方について、具体的な事項を含め
た検討を行う必要がある。

（ 保育・子育て機能の拡大への方向性 ）（ 保育・子育て機能の拡大への方向性 ）

（２） 保育所が、家庭養育に欠けるという限定的な課題に対応するだけでなく、現在
は、すべての家庭の育児・子育てを、社会的に支えていく体制が求められている。
中でも保育所は中核的な社会的資源としてその役割が大きく期待されている。この
ため、すべての保育・子育て支援の利用希望者について、その「必要性」と「度合い
に い 認定し 必要性に応じた体制の整備が求められる」について認定し、必要性に応じた体制の整備が求められる。

（ 子どもの育ちの視点を中心にすえた仕組みの構築 ）（ 子どもの育ちの視点を中心にすえた仕組みの構築 ）

（３） 制度設計の視点の中心は、保護者の利便性だけでなく子どもの発達保障の
視点が重要なポイントとなる。保育所を中心とした多様な提供体制の整備に
おいて、子どもの育ちの視点を中心にすえた仕組みを構築することが重要にな
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、 育 視点を中 す 仕組 を構築す 要
る。



（ 重要なファクターとして考えられること ）（ 重要なファクターとして考えられること ）

（４） 提供者と保護者は経済的関係ではとらえられない相互性があり 市場でいわ（４） 提供者と保護者は経済的関係ではとらえられない相互性があり、市場でいわ
れる売買契約関係ではないことを明確に意識した仕組みとすること。

② 人口減少地域における保育機能の維持向上のための制度的工夫(小規模保
育所 多機能型保育所など運営基盤の確保)が必要であること育所、多機能型保育所など運営基盤の確保)が必要であること。

③ 保育・子育て支援は生活圏で提供されるサービスであるため、小規模地域密
着型保育等の運営基盤を確保すること。

④ 以上に対応するため保育の質の向上をめざす必要があり 児童福祉施設最④ 以上に対応するため保育の質の向上をめざす必要があり、児童福祉施設最
低基準の改善や子育て支援における内容、職員処遇の改善等を並行して実施
する必要がある。

（ 質の確保された多様な新規事業者の位置づけ ～ 大幅な財源確保 ～ ）（ 質の確保された多様な新規事業者の位置づけ ～ 大幅な財源確保 ～ ）

（５） 様々なニーズを受けとめる保育を飛躍的に拡大していくため 認可保育所の（５） 様々なニ ズを受けとめる保育を飛躍的に拡大していくため、認可保育所の
大幅な増設を促進するとともに、多様な保育形態をカバーできる新規事業者の
参入についても、質の担保を前提に促すことも必要である。したがって、それら

を裏付ける大幅な財源確保が不可欠となる。
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を裏付ける大幅な財源確保が不可欠となる。


